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令和元年度第２１回庁議提案 審議・報告・その他  

提 出 日：令和２年２月１２日          

担当部・課：教育委員会教育総務課〔内線５０１７〕 

①  件  名 

 令和元年台風第１９号による災害に伴う被災児童生徒就学援助について 

②  施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  石巻市立小中学校の児童生徒の就学援助については、経済的理由や東日本大震災により被災し、

就学困難な児童生徒の保護者等に対し、学用品費などの援助を行い、就学機会の確保を図ってき

た。 

  今回、新たに令和元年台風第１９号により被災した児童生徒の就学機会を確保するため、就学

援助費を支給しようとするもの。 

【目的】 

  令和元年台風第１９号により被災し、経済的に困窮している児童生徒の就学機会の確保を図る。 

③  根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

 教育基本法（平成１８年法律第１２０号） 

  学校教育法（昭和２２年法律第２６号） 

  石巻市児童生徒就学援助費支給要綱（平成１７年４月１日教育委員会訓令第１５号） 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

 総合計画基本計画 

  第２章 個性と創造性豊かな未来の担い手をはぐくむまち 

    第１節 「生きる力」を持つ子どもたちを育成する 

３ 充実した教育を行える環境をつくる 

④  提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

令和２年１月 ６日  県から、国の令和元年度補正予算の概算が閣議決定され、１２月１７日

付け文科省通知において被災児童生徒就学支援事業（大規模災害）の対象

となる事業に令和元年台風第１９号が追加され、その所要額が計上された

（補助率２/３）旨、通知 

      ２１日  県から、事業実施予定の自治体については、被災児童生徒就学支援事業

交付金（台風１９号分）申請に係る事前準備を行うよう事務連絡 

⑤  主な内容 

令和元年台風第１９号により被災した児童生徒の就学機会の確保を図るため、保護者に対し就学

援助金を支給する。 

【支給基準】 

次のいずれかに該当するもの 

・被災により「半壊」以上の罹災判定を受け、かつ、親権者の市町村民税所得割の合計額が211,200

円以下のもの 

・被災により主たる家計の維持者が死亡・失業等し、世帯の収入が著しく減少したもの 

【支給対象期間】 

・令和元年台風第１９号の発生以降の支給分から令和２年３月まで 
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⑥  実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

 令和元年台風第１９号により被災し、経済的に困窮している児童生徒の就学機会の確保を図る。 

 

【市財政への負担】 

（支給見込額及び見込人数）※本年度予算内での対応予定。支給単価は実績ベースでの試算額。 

小学生  ＠４２，５１９円×１０名＝  ４２５，１９０円 

中学生  ＠５７，５２２円×１３名＝  ７４７，７８６円 

                 合計 １，１７２，９７６円 

 （財源） 

宮城県被災児童生徒就学支援事業費補助金（補助率２/３） 

⑦  他の自治体の政策との比較検討 

【実施予定もしくは既に実施している自治体】 

  （半壊以上、所得要件あり）大崎市 

（半壊以上、所得要件なし）栗原市・角田市・柴田町・丸森町 

（学用品現物支給）白石市 

【実施予定のない自治体】 

  仙台市、名取市、岩沼市、気仙沼市、登米市、塩竃市、多賀城市、東松島市、富谷市、女川町 

⑧  今後の予定及び施行予定年月日 

令和２年２月中旬 市ホームページ「台風１９号に関する被災者支援情報」に掲載 

         市内全小中学校に周知 

         就学援助申請受付開始 

３月上旬 支給決定通知 

３月下旬 就学援助費支給、県宛て実績報告書提出 

⑨ その他 

 

 


